
１９９６年４月２３日第三種郵便物認可 毎月２回１日、１５日発行 1 核兵器・核実験モニター 第１６５号 ２００２年６月１５日

NUCLEAR WEAPON & NUCLEAR TEST MONITOR

核兵器 ・ 核実験モニター

　165 02/6/15
¥200

１９９６年４月２３日第三種郵便物認可

毎月２回１日､
１５日に発行｡

●発行所　　　　　 ピースデポ（平和資料協同組合）/ＰＣＤＳ（太平洋軍備撤廃運動：
Pacific Campaign for Disarmament and Security）
〒２２３-００５１ 横浜市港北区箕輪町３‐３‐１ 日吉グリューネ１０２号
TEL：045-563-5101 FAX:045-563-9907 E-mail:office@peacedepot.org
http://www.peacedepot.org

●編集責任者　梅林宏道 ●郵便振替　口座番号：00250‐1‐41182　加入者名：特定非営利活動法人ピースデポ

ＮＰＯ
法人

安倍・福田発言
　安倍晋三内閣官房副長官の早稲田
講演（５月１３日）、福田康夫内閣官房長官
の記者への発言（５月３１日）が重なって、
日本の核兵器保有や非核三原則に関
する議論が、久しぶりにメディアを賑わ
せた。国会では、６月１０日午後、衆議院
有事法制特別委員会において、この問
題の集中審議が行われた。
　小泉首相も、福田官房長官も、非核三
原則の堅持を言い訳がましく繰り返すだ
けで、核兵器廃絶への意欲はまったく感
じられない答弁に終始した。ましてや、
核兵器を憎む気持ち、せめて核兵器の
存在がもたらす困難な選択に苦悩する
という感覚すらも吐露される瞬間は皆無
であった。追及する側にも、現在の核兵
器情勢と核軍縮の攻防の前線に関する
認識の甘さが目立った。
　核兵器に関するリアリティを欠いた
「法理論」の議論から、一日も早く卒業す
るための、私たちの闘いが必要だ。「自
衛のための必要最小限を超えない範囲
内にとどまる限り、核兵器保有は憲法９

条第２項に違反しない」という「法理論」
を繰り返し聴かされるのは、耐え難い思
いがする。このような、議論は一日も早く
放逐されるべきではないだろうか。

核兵器は憲法違反
　「被爆国として、」「核兵器は非人道兵

器であり、憲法９条を待つまでもなく、憲
法違反である」と日本政府は言うべきで
ある。「国是」という言葉に積極的な意味
を持たせるとすれば、これこそが「国是」
（英語では"National Principle"と訳されてい

る）の意味でなければならない。

　「仮に自衛のために限定できるならサリンの使用も合憲だ」「仮に自衛に限定すれば、炭疽菌をばらま
いても合憲だ」というに等しい「法理論」が、国会で恥ずかしげもなく繰り返されている。「被爆国だから」と
いう言葉の次に来たのは、「政策として非核３原則を選ぶ」という言葉でしかなかった。「国是」は「政策」に
なりさがった。「被爆国だから、核兵器は国際法に違反する非人道兵器と考える」という立場こそ、「国是」
の原点であるべきであろう。今必要なのは、核兵器すらも憲法の「神学論争」にしてしまう、議論を徹底批
判することではないだろうか。

憲法解釈を変更せよ
被爆国だからこその解釈が可能！

核兵器の「使用」「保有」は違憲

　あいつぐ政府高官による核に関する
問題発言を受け、日本非核宣言自治体
協議会（会長：伊藤一長・長崎市長）は、６月
７日、会長以下、５名の副会長の連名で
「非核三原則に関する緊急要請につい
て」を発し、政府に対し強く抗議した（８
ページに全文）。１０日に外務省へ提出さ
れたこの要請書は、一連の発言の撤回と
非核三原則の法制化などを求めている。
　同協議会は、１９８４年の設立以来、核
実験・未臨界実験をはじめとしたさまざ
まな情勢に対応して、関係国に対し抗
議、要請をしてきた。

　日本政府の政策に対する抗議は、過
去に数回あった。１９９４年の、政府が「核
兵器の使用は国際法上、必ずしも違法
ではない」との意見陳述書を国際司法
裁判所（ＩＣＪ）への提出するという報道を
受けての厳重抗議、そして９５年の核不
拡散条約（ＮＰＴ）の無条件・無期限延長
に反対する意見書などである。
　今回の要請書は、首相が発言を問題
視しないなかで、全国の「３１６自治体とそ
の住民を代表して」、確固たる口調で厳
重な抗議をしたもので、多くの市民の気
持ちを代弁した意義は大きい。

「非核三原則」発言

「断じて容認できない」日本非核宣言
自治体協議会

２ページ左下へつづくèu
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　アメリカ合衆国とロシア連邦（以下、「締約国」という）は、
新世紀の新たな関係へと進み始めており、協力と友好を通じて両
国の関係を強化するという目標に合意し、
　新たな地球規模の挑戦と脅威によって、締約国間の戦略的関
係のための質的に新しい礎の構築が必要とされていると考え、
　相互安全保障、協力、信頼、開放性、そして予見可能性という
諸原則に基づく真のパートナーシップの確立を希望し、
　戦略的攻撃兵器の重大なる削減を履行することを誓約し、
　アメリカ合衆国大統領とロシア連邦大統領による２００１年７月２２
日のジェノバにおける「戦略的問題に関する共同声明」、ならびに
２００１年１１月１３日のワシントンにおける「米国とロシアの間の新し
い関係に関する共同声明」から前進し、
　１９９１年７月３１日の「戦略的攻撃兵器の削減および制限に関す
るアメリカ合衆国とソビエト社会主義共和国連邦の間の条約」（以
下、「ＳＴＡＲＴ条約」という）の下での両国の義務に留意し、
　１９６８年７月１日の「核兵器の不拡散に関する条約」の第６条の下
での両国の義務に留意し、
　この条約が安全と協力を積極的に促進し、国際的安定を高め
るためにより好ましい状況を確立することに役立つと確信し、
　以下のとおり合意した。

第１条　各締約国は、アメリカ合衆国大統領が２００１年１１月１３日に
言明したとおり、ならびにロシア連邦大統領が２００１年１１月
１３日と２００１年１２月１３日にそれぞれ言明したとおり、戦略核
弾頭を削減および制限し、２０１２年１２月３１日までに戦略核
弾頭の総数が各締約国について１７００から２２００を超えない

戦略的攻撃力削減に関するアメリカ合衆国とロシア連邦の間の条約

（第１条）
* １，７００～２，２００という幅の中で、米国は
上限の２，２００を目標にしていると見ら
れる（本誌１５２号、１６０号など参照）。１９９７
年３月のクリントン・エリツィン会談で
は、ＳＴＡＲＴⅢで、２００７年１２月３１日ま
でに２，０００～２，５００に削減することを合
意していた。２０１２年１２月３１日までに２，
２００というのは数字としては新味がな
く、削減速度としては遅くなっている。

* 削減対象となる６，０００発の作戦配備
の戦略核のほかに、非戦略核など約
４，０００発の弾頭と、約５，０００発の戦略的
予備のピットが手つかずのままである。
* 核弾頭数の数え方が規定されていな
い。ＳＴＡＲＴⅠは、ミサイルや爆撃機
が運搬可能な弾頭の最大数を基に総
数を算出する勘定方法を規定してい
た。しかし、米国側は「作戦配備され
た」核弾頭の削減という限定的解釈を

とり、運搬手段からとり外されて保管さ
れた弾頭や、運搬手段に搭載された
弾頭でも検査・修理中のものは総数に
入れない方針を明らかにしている。た
だ、これにロシア側は同意しておら
ず、より厳格な勘定方法の交渉を米国
側に求めている。
* 弾頭や運搬手段の廃棄が義務づけら
れていない。ＳＴＡＲＴⅠとⅡは、弾頭
の廃棄を義務づけてはいないものの、
運搬手段の廃棄を義務づけており、と
く後者は多弾頭ＩＣＢＭの禁止条項が
盛り込まれていた。ブッシュ政権は将
来の不測の事態に備えるとして、とり

解説

　核兵器が、国際法違反という実定法
がないことは、広く知られている。だから
こそ、１９９６年７月の国際司法裁判所（ＩＣ
Ｊ）の意見も分かれた。しかし、ヒロシマ・
ナガサキを経験した日本が、「国際法違
反」という側の先頭に立たなくて、だれが
先頭に立つのか。
　日本国憲法には非暴力主義が根底
にある。非暴力主義は、「人間たる者、人
間に不要な苦痛を与えてはならない」と

いう人道精神に由来している。保守勢力
の９条解釈においてさえ「最低限の自衛
の範囲」が強調されるのも、この精神の
反映である。「自衛の範囲」に恣意性が
つきまとうが、根底にある非暴力主義の
立場から、その範囲は議論されるべきで
ある。
　１９９４年６月、物議をかもした後に国際
司法裁判所（ＩＣＪ）に提出された日本の
陳述さえも、「核兵器の使用は、国際法
の人道主義の精神に合致しない」と書

いた。日本国が、「核兵器は違憲である」
という明快な立場を示すのに、何の法的
障害もない。「核の傘」を保持するための
「法理論」のこじつけは止めよう。
　つけ加えるならば、「使用」、「保有」、
「威嚇」の間に人道上の区別はない。そ
の意味で、内閣法制局が「保有」だけで
なく「使用」も合憲と言った（９８年６月）の
は、そう言わざるを得ないのである。ＩＣＪ
の議論でも、積極派は「使用」、「保有」、
「威嚇」は同罪と論じた。（梅林宏道）

ようにする。各締約国は、戦略核弾頭の総数に関して定め
られた制限に基づいて、その戦略的攻撃兵器の構成や構
造を自ら決定する。

第２条　締約国は、ＳＴＡＲＴ条約がその約定にしたがって効力を
維持することに合意する。

第３条　この条約の履行の目的のため、締約国は少なくとも年に
２回、二国間履行委員会の会合を開催する。

第４条
１． この条約は、各締約国の憲法上の手続きにしたがって批
准されなければならない。この条約は批准書の交換の日に
効力を生じる。

２． この条約は２０１２年１２月３１日まで効力を維持し、締約国の
合意により延長され、またはその後の協定によりこれより前に
交代されうる。

３． 各締約国は、その国家主権の行使として、３カ月前にもう一
方の締約国に書面の通知を行うことで、この条約から脱退
することができる。

第５条　この条約は、国際連合憲章第１０２条にしたがって登録さ
れる。

　２００２年５月２４日、モスクワで、英語およびロシア語からなる本書
２通を作成した。どちらも同等なる正本である。

アメリカ合衆国 ロシア連邦
（訳：黒崎輝）

戦略攻撃力削減条約

uç１ページからつづく
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　アメリカ合衆国とロシア連邦は、

　リュブリャナ、ジェノバ、上海、ワシントン／クロフォード首脳会談
における成果、および既に達成された新しい協力の精神を想起し、

　２００１年１１月１３日の「米国とロシアの間の新しい関係に関する共
同声明」を土台にして、２１世紀の新しい関係へ進み始め、友好、協
力、共通の価値観、信頼、開放性、そして予見可能性に基づいた関
係を発展させることを誓約し、

　新たな地球規模の挑戦と脅威により、質的に新しい礎が我々の
関係に必要とされているとの信念を再確認し、

　他の諸国および国際機関と共に、こうした新しい挑戦と脅威に対
応するために協力することを決意するとともに、もって平和で繁栄し
た自由な世界および戦略的安全保障の強化に貢献することを決意
して、

　以下のとおり宣言する：

協力の礎

　我 は々、新しい戦略的な関係を作り上げようとしている。米国とロ
シアがお互いを敵または戦略的脅威とみなしていた時代は終わっ
た。我 は々パートナーであり、安定、安全、経済統合を促進し、地球
規模の挑戦に共同で対抗し、地域紛争の解決を助けるために協力
していくことを決意している。
（略）

政治的協力

　米国とロシアは、２１世紀の新たな挑戦に対処するために、パート
ナーおよび友好国として既に行動している。すなわち、２００１年１０月
２１日の我 の々共同声明を確認し、我々両国は既に国際テロリズム
に対する地球規模の戦いにおいて連携を組んでいる。
（略）

　２００１年１１月１３日、我 は々欧州大西洋地域における新たな戦略
的現実を反映したＮＡＴＯとロシアの間の新しい関係を発展させる
ために協力することを誓約した。我 は々、ＮＡＴＯ加盟国とロシアが、
テロリズムや地域的不安定、現代の他の脅威に対する連携関係を
ますます深めていることを強調した。それゆえ、我 は々、ローマにお
ける２００２年５月２８日のＮＡＴＯ・ロシア・サミットで、新しく「ＮＡＴＯ・ロ
シア理事会」が発足することを歓迎する。そのメンバー国は、各国の
立場から、各国の集団的誓約や義務と矛盾しないやり方で行動す
るが、共通のアプローチを見つけ出し、共同で決定を行い、個別ま
たは集団でその履行に等しく責任を負うことになろう。この関連で、
この各国は、国連憲章、ヘルシンキ最終文書に盛り込まれた条項と

原則、欧州安全保障に関するＯＳＣＥ（欧州安保協力機構）憲章
を含む国際法の下で義務を誠実に遵守するだろう。ＮＡＴＯ加盟
諸国とロシアは、「ＮＡＴＯ・ロシア理事会」の枠組みの中で、共通
の関心の分野において対等なパートナーとして働くだろう。この
各国は、共通の脅威と各国の安全に対する危険に対して、共に
立ち向かおうとしている。
（略）

（略）米国とロシアは、イラクに関する両国の建設的対話を継続
し、国連安全保障理事会による物資見直しリストの採択を可能に
する二国間特別協議の継続を歓迎する。
（略）

大量破壊兵器の拡散の防止：
不拡散および国際テロリズム
　米国とロシアは、国際テロリズムと大量破壊兵器およびその運
搬手段の拡散という密接に関連した脅威との戦いを含む２１世紀
の新たな地球規模の挑戦と対峙するため、共同でより一層努力
していく所存である。我 は々、２００１年９月１１日の悲劇的事件によっ
て改めて示されたように、国際テロリズムが国際的安定に対する
格別の危険となっていると考える。世界のあらゆる国々がこの脅
威と戦うために決然と協力することが絶対に必要である。この目
標に向かって米国とロシアは、二国間および多国間で協力する
との我々の誓約を再確認した。

　米国とロシアは、大量破壊兵器およびミサイルの拡散防止の
甚大なる重要性を認識している。そのような兵器がテロリストや
その支援者らの手に落ちることは恐ろしいことであり、そのために
すべての国々が拡散との戦いを優先すべきであることは明らか
になっている。

　その目的のために、我 は々、大量破壊兵器およびミサイル技
術、情報、専門知識、原料の保安を保証するための協調的プログ
ラムなどを通じて、緊密に協力する。我 は々また、協調的脅威削
減プログラムを継続し、兵器に利用可能な核分裂物質の削減に
いっそう努力する。その点に関して我 は々、共同専門家グループ
を設立する。このグループは、兵器に利用可能な核分裂物質の
量の増加を絶つ措置を調査し、進んだ拡散防止の原子炉および
核燃料サイクル技術に関する共同研究開発努力を提言する。そ
して、我 は々化学兵器の破壊に関する両国の協力も深めていく。

　また、米国とロシアは、核不拡散条約と生物・化学兵器の両禁
止条約の履行および強化を含む、拡散防止のために先を見越し
て行動する戦略に対する広範な国際的支持を求める。米国とロ
シアは、大量破壊兵器の拡散を防止し、それから守るために輸出

外された弾頭の一部を備蓄する意向
を言明している。仮に、１０個の弾頭を
搭載可能なＩＣＢＭに、弾頭が1個だけ
搭載されていれば、弾頭数は１と勘定
される。そして、必要なときに備蓄して
いた弾頭をミサイルに装填して急速に
弾頭数を増大させることができること
になる。このことは、「弾頭数の急激な
増加の防止を含む大幅削減の不可
逆性を促進するために」戦略核弾頭
の破壊措置を求めた１９９７年のクリント
ン・エリツィン合意と矛盾するほか、２０００
年のＮＰＴ再検討会議最終文書の「不
可逆性の原則」合意に違反している。
* ＳＴＡＲＴⅠおよびⅡと異なり、戦略核

軍備の構成の決定を米ロ両国「自ら」
に完全に委ねるとされている。米国
は、これによって軍事上の柔軟性の確
保したと考えているとみられ、他方ロ
シアは、自国の戦略核軍備の柱であ
る多弾頭ＩＣＢＭをひき続き保持できる
ことになった。

（第２条、第３条）
* 単に年２回以上の二国間履行委員会
の開催が規定されているだけで、具
体的な検証制度が欠如している。米
ロ双方は当面、第２条でひき続き有効
と認めたＳＴＡＲＴⅠ（削減じたいは２００１
年１２月に完了している）の検証制度に
基づいて行動していくものと見られる

米ロ共同宣言（抄） ２００２年５月２４日

が、それは２００９年末に失効する予定
である。

（第４条１項）
*　まずは、米議会およびロシア議会
（ドゥーマ）にて条約が批准されなけれ
ば、この条約は発効しない。

（第４条３項）
* 各締約国は「国家主権の行使として
３カ月前通知により脱退できる」との定
めは、ＳＴＡＲＴⅠ、ⅡやＡＢＭ条約に定
められていた「国家至高の利益を危う
くする異常な事態があるときに６カ月
前通知により脱退できる」との定めより
も、はるかに緩い規定である。（黒崎輝、
川崎哲）●Ｍ



4 １９９６年４月２３日第三種郵便物認可 毎月２回１日、１５日発行２００２年６月１５日 第１６５号 核兵器・核実験モニター

管理を強化し、厳格に執行すること、違法な移転を阻止すること、
違反者を訴追すること、国境での取締りを強めることを、すべての
国 に々求める。

ミサイル防衛、さらなる戦略的攻撃力削減、戦略
的安全保障に関する新しい協議機構

　米国とロシアは、アメリカ合衆国大統領とロシア連邦大統領によ
る２００１年７月２２日のジェノバにおける「戦略的問題に関する共同
声明」ならびに２００１年１１月１３日のワシントンにおける「米国とロシ
アの間の新しい関係に関する共同声明」から前進した。

米国とロシアは、軍事分野における両国間の戦略的関係の性質の
変化を反映する諸々の措置を講じている。

　米国とロシアは、今日の安全保障環境が冷戦期と根本的に異な
ることを認めている。

　これに関連して、米国とロシアは、ミサイル防衛計画およびこの
分野の実験に関する情報の交換、ミサイル防衛実験の見学のた
めの相互訪問、そしてミサイル防衛システムに習熟することを目的
とした観察を含め、ミサイル防衛分野における信頼を強め、透明性
を高めることを狙った多くの措置を実施することに合意した。両国
はまた、早期警戒システムから得られるデータの交換のための共
同センターが作業を開始できるよう、必要な措置を講じる所存であ
る。

　また、米国とロシアは、機密情報の相互保護および知的財産権
の保障の重要性を考慮しつつ、ミサイル防衛に関連した共同演習
の拡大やミサイル防衛技術の共同研究開発のために可能なプロ
グラムの探究を含む、ミサイル防衛に関して協力が可能な分野を
検討することに合意した。

　米国とロシアは、「ＮＡＴＯ・ロシア理事会」の枠組みの中で、欧州

のミサイル防衛に関する実際的な協力を強める機会を探究する。

　米国とロシアは、両国の国家安全保障上の必要および同盟に
おける義務と矛盾せず、両国の戦略的関係の新しい性質を反映
する可能な限り低い水準まで、戦略的攻撃兵器削減を行う意向を
言明する。

　この方向への重要な一歩が、「戦略的攻撃力削減に関するア
メリカ合衆国とロシア連邦の間の条約」の締結である。

　これに関連して、米国とロシアは、１９９１年７月１３日の「戦略的攻
撃兵器削減および制限に関するアメリカ合衆国とソビエト社会主
義共和国連邦の間の条約」がその約定にしたがって効力を維持
すること、そして、その諸条項が、透明性措置を含む合意されるべ
き他の補完措置と共にさらなる戦略的攻撃力削減に対する信頼、
透明性、予見可能性を与えるための根拠を与えることを基礎とし
て、前進した。

　米国とロシアは、相互安全保障、信頼、開放性、協力、予見可能
性に基づいた両国間の新しい戦略的関係の下では、広範な国際
安全保障問題にわたる実質的な協議が必要とされることで合意
している。この目的のために我 は々以下のとおり決定した。

● 外相および国防相が議長を務め、他の政府高官が出席する
「戦略的安全保障協議グループ」の設置。このグループは、双
方が相互信頼を強め、透明性を高め、情報と計画を共有し、
双方が利害関係を持つ戦略問題について議論する主要機
関になろう。

● 両国の国防相、外相、諜報機関の間の接触を拡大し、定例化
する方法の追求。

アメリカ合衆国大統領
ロシア連邦大統領

モスクワ、２００２年５月２４日（訳：黒崎輝）

（作成：佐藤毅彦）

衆議院・参議院（２００２．３．３～５．４）
第１５４回通常国会

国会レポート

国会図書館のホームページですべての
会議録を閲覧できます。安全保障問題
が審議された委員会名を列挙します。

http://www.ndl.go.jp/

＜衆議院＞
３月４日（月）[予算委]/３月５日（火）［予算委］/３月
６日（水）［予算委］/３月１１日（月）［予算委］/３月１
２日（火）［環境委］/３月１３日（水）［決算行政監視
委］［災害対策特別委］/３月１５日（金）［国土交通
委］/３月１８日（月）［沖縄・北方問題特別］/３月１９
日（火）［総務委］［沖縄・北方問題特別委］/３月２
０日（水）［法務委］［外務委］［厚生労働委］［沖縄・
北方問題特別委］/３月２２日（金）［本会議］［外務
委］［文部科学委］/３月２６日（火）［本会議］［外務
委］/３月２８日（木）［安全保障委］/３月２９日（金）
［環境委］［国際テロ防止・我が国の協力支援活
動等に関する特別委］/４月２日（火）［安全保障
委］/４月３日（水）［法務委］［外務委］/４月４日（木）
［安全保障委］/４月５日（金）［本会議］［内閣委］
［外務委］［文部科学委］［経済産業委］/４月８日
（月）［決算行政監視委員会第一分科会］［同第二
分科会］［同第三分科会］/４月９日（火）［決算行政
監視委員会第四分科会］/４月１０日（水）［外務委］
［国家基本政策委員会合同審査会］/４月１１日

（木）［本会議］/４月１２日（金）［外務委］/４月１７日
（水）［外務委］［決算行政監視委］/４月１８日（木）
［本会議］［安全保障委］/４月１９日（金）［外務委］
４月２３日（火）［本会議］［法務委］［財務金融委］
［武力攻撃事態への対処に関する特別委］/４月２
４日（水）［内閣委］［外務委］［沖縄・北方問題特別
委］/４月２５日（木）［総務委］/４月２６日（金）［法務
委］［外務委］［財務金融委］

◎質問主意書
●山内惠子（社民）「原子力・エネルギー教育支
援事業交付金の創設が憲法及び教育基本法に
違反する疑い」（２月２１日提出；３月２９日答弁；質
問３１号）
●金田誠一（民主）「西暦２００１年に発覚した外務
省の一連の不祥事と公務員の告発義務との関
係」（３月１日提出；３月２６日答弁；質問３７号）
●井上和雄（民主）「外務省と鈴木宗男衆議院議
員の関係」（３月６日提出；３月２２日答弁；質問４０
号）
●長妻昭（民主）「アフガニスタン復興支援国際会
議への参加を拒否された非政府組織（ＮＧＯ）と鈴
木宗男衆議院議員と外務省との三者会談の出席
者」（３月１２日提出；３月１９日答弁；質問４２号）、「外
務省の秘密書類の指定と解除」（３月１９日提出；３
月２６日答弁；質問４７号）、「秘密書類の指定と解
除」（３月１９日提出；４月２日答弁；質問４８号）、「外
務省の鈴木宗男衆議院議員にかかわる一連の事
案に対する責任」（３月１９日提出；３月２６日答弁；質
問４９号）
●山田敏雅（民主）「『核兵器廃絶条約』」（３月１８
日提出；４月２３日答弁；質問４５号）
●今野東（民主）「アジア太平洋戦争時の千島へ
の朝鮮人の連行」（４月９日提出；５月１０日；質問５６
号）

●北川れん子（社民）「原子力発電施設等放射能
業務従事者に係る疫学的調査」（４月２４日提出；５
月２８日答弁；質問６１号）
●松野頼久（民主）「沖縄県軍用地地主連合会い
わゆる土地連加盟の地主と防衛施設庁の防衛施
設用地の賃貸契約」（４月２６日提出；５月７日答弁；
質問６４号）

＜参議院＞
３月４日（月）［予算委］/３月７日（木）［予算委］/３月
８日（金）［予算委］/３月１１日（月）［予算委］/３月１
２日（火）［予算委］/３月１３日（水）［予算委］［沖縄・
北方問題特別委］/３月１４日（木）[内閣委］［外交・
防衛委］［予算委］/３月１５日（金）［沖縄・北方問題
特別委］/３月１９日（火）［内閣委］［法務委］［外交・
防衛委］［国土交通委］［環境委］/３月２０日（水）
［内閣委］［法務委］［外交・防衛委］［国土交通
委］/３月２２日（金）［沖縄・北方問題特別委］/３月
２５日（月）［沖縄・北方問題特別委］/３月２６日（火）
［内閣委］［総務委］/３月２８日（木）［総務委］［外
交・防衛委］［厚生労働委］［沖縄・北方問題特別
委］/３月２９日（金）［本会議］［沖縄・北方問題特別
委］/４月１日（月）［行政監視委］/４月２日（火）［環
境委］/４月３日（水）［国際問題調査会］/４月４日
（木）［外交・防衛委］/４月８日（月）［行政監視委］
［国際問題調査会］/４月９日（火）［外交・防衛委］/
４月１１日（木）［総務委］［外交・防衛委］/４月１２日
（金）［本会議］/４月１５日（月）［行政監視委］/４月
１６日（火）［外交・防衛委］/４月１７日（水）［本会
議］/４月１８日（木）［外交・防衛委］/４月２３日（火）
［外交・防衛委］/４月２４日（水）［本会議］［国際問
題調査会］/４月２５日（木）［外交・防衛委］/４月２６
日（金）［外交・防衛委］

◇◇◆◇◇
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有事法制・マエダ便
第６便

前田哲男

海外軍事行動への展開

「予測される事態」
　もう一度確認しておこう。今回上程さ
れた三法案の核心となるのは、「武力攻
撃事態」とは何か、という新概念の定義
にかかっている。この言葉が、「武力攻撃
＝我が国に対する外部からの武力攻撃
をいう」(第２条１)に続けて、それとは区別
された定義――「事態が緊迫し、武力攻
撃が予測されるに至った事態」(第２条２)
として掲げられた以上、そこに異なる意
味が与えられていることは明白である。
時間的には「武力攻撃」発生以前の段
階、地理的にはより拡大された状態であ
ると受け止めるのが自然だろう。そして
改正自衛隊法案に新設された「防御施
設構築の措置」(第７７条の２)、「展開予定
地域内における武器の使用」(第９２条の
３)など自衛隊の新たな行動、および「武
力攻撃事態法案」に規定された「国の責
務」(第４条)、「地方公共団体の責務」(第
５条)、「指定公共機関の責務」(第６条)な
ど義務のすべてが、この武力攻撃事態
に直結しリンクしつつ設定されている構
造も条文上ゆるぎない。つまり「武力攻撃
事態」の認定が、イコール首相の戦争権
限掌握を意味し、ついで地域と職場を
“国家総動員”に狩り立てるマジックワー
ドなのであり、そこに法案の本質がある。

　そのような重大な意味を持たされてい

ながら、しかし、「武力攻撃が予測される
に至った事態」とはどんな情勢であるの
か、いまだもって明確にされない。野党の
追及を受けて示された政府統一見解(５
月１４日)によっても、

(２)「事態が緊迫し、武力攻撃が予測
されるに至った事態」とはどのような
事態であるかについては、事態の現
実の状況に即して個別具体的に判
断されるものであるため、仮定の事例
において、限られた与件に基づいて
論ずることは適切でないと考える。

と、それがいつから始まりどこまで拡大で
きるのかの説明は拒否された。武力攻撃
事態認定のフリーハンドをあくまで手中
に収めておく決意が見える。もっとも「そ
の上であえて申し上げれば」と述べなが
ら、「予備役の招集や軍の要員の禁足、
非常呼集」などを例示しているが、今日
こうした古典的な戦争準備など進行す
るはずもないから、結局のところ政府が
「武力攻撃が予測されるに至った事態」
と判断すれば、発動を妨げる条件は何も
ない。

周辺事態との「併存」
　事実、国会答弁の中から、「武力攻撃
事態」と、周辺事態法に規定された「周
辺事態における米軍に対する支援」が
「併存する可能性がある」（中谷防衛庁長
官）ことが明らかになり、また公海上の自
衛隊艦船や民間船舶への攻撃につい
て、「我が国への武力行使にあたるとい
う場合も排除できない」(福田官房長官)と
いう状況想定も示された。となれば、国外
におけるそれらの事柄が「予測される事
態」こそ、本法案の狙いどころと見なけ
ればならない。

　“周辺事態と併存”し、“公海上にも適
用可能”とすると、武力攻撃事態が自衛
隊の行動範囲を海外派兵＝集団的自
衛権容認に向けて開かれていく意図を

秘めていることに疑問の余地はない。改
正自衛隊法案によれば、「予測される事
態」に連動する形で「防衛出動待機命
令」の新たな行動形態が設けられ、その
状態において「展開予定地域内におけ
る防御施設構築」ができるようになる。こ
れまでの国会論議では「防御施設構築」
は、おもに国内における行動(立木の移動
や家屋の変形)として取り上げられている
が、予測事態⇒待機命令⇒展開予定地
域進出⇒防御施設構築⇒武器使用と
いう法案の枠組みを把握した上で、政府
答弁の「周辺事態との併存」、「公海上で
の適用」をそこに当てはめてみると、むし
ろ海外軍事行動への事前展開という構
図の実現性がよりつよく読みとれる。情勢
のリアリティから考えても、起こり得る可
能性はこちらにあるといっていいだろう。

対イラク攻撃で適用？
　アメリカがイラクに対し武力攻撃に踏
み切るのは時間の問題だとされる。その
場合、日本に支援要請がくるのもまちが
いない。とすれば法案成立後、予測事態
から武器使用までの流れはペルシャ湾
において実施されると判断すべきだ。な
ぜなら、対イラク軍事攻撃は沖縄や横須
賀からの米軍出動を前提としなければ
なしえず(つまりイラクは日本を敵対国とみ
なすことになる)、ペルシャ湾には多数の
日本タンカーが航行している(つまり公海
上の日本船に危険が発生する)ので、首相
が「武力攻撃が予測されるに至った」と
認定するのを妨げられないからである。
その結果、護衛艦隊が“日本船舶保護”
の名目をもってペルシャ湾“展開予定地
域”に派遣され、“防御施設構築”という
戦闘準備を行い、情勢によって「その事
態に応じ合理的に必要と判断される限
度で武器を使用できる」という形の――
“擬似個別的自衛権”の装いをまとった
――対米戦争協力の形態が容易に予
測される。北朝鮮に対するアメリカの軍
事攻撃が発動されれば、それはさらに大
規模のものとなるだろう。

　「地方公共団体の責務」や「国民の協
力」は、そのような“予測事態”とリンクし
ているのである。今後の質疑で、ペル
シャ湾事態や朝鮮事態との関連につい
て追求してほしい。（２００２．６．９）

イラスト：志水奈那子

●Ｍ



6 １９９６年４月２３日第三種郵便物認可 毎月２回１日、１５日発行２００２年６月１５日 第１６５号 核兵器・核実験モニター

極秘電報が暴く　米空母母港史の真相

梅林宏道・中村桂子

民は之を知らしむべからず

ＳＲＦ（艦船修理部）：隠れた主役（下）Ⅹ
前回：Ⅸ ＳＲＦ（艦船修理部）：隠れた主役（上）　第１５６号（２００２年２月１日）

■返還求める地域の反発

　海上自衛隊による４、５ドックの引き継
ぎは困難だろうとの見通しを持った米国
は、これら２つを無期限に保有する策を
検討し始めた。最大の懸念事項は、政治
的、商業的利害に基づいた地域の反発
であった。
　自治体や企業は、早い段階から返還
後のＳＲＦ民有化を前提として、これを地
元経済再編の好機とする動きを見せて
いた。返還一年延期という１９７１年３月３０
日の決定は地元には受け入れられない
ものであった。延期を伝える日米共同声
明の発表後、横須賀市は、「整理統合計
画が３ヶ月で改められたことに不信」を直
ちに表明し、ＳＲＦ民間引き下げが、７２年
７月以降にさらに延期されるようなことが
ないよう要望した。
　日本政府はまた、民社党の曽禰益議
員（神奈川２区選出）に代表される、地元
利益の代弁者からも強い要請を受けて
いた。曽禰は造船業界を管轄する運輸
大臣にも要請をしていた。７０年１２月の返
還決定以降、住友造船への払い下げを
前提とした既成事実が進行していた。
　マイヤー大使は、国務省に当てた電
文の中で、繰り返しこのような地元勢力
の反発を説明した。
　「基本的な問題は地域の反発である。
とくに長野横須賀市長と県知事、国会議
員、そして商業的利害からのものだ。」
「住友による乾ドック４、５号民営に向けた
計画が現在まですすんでおり、調整期
間なしでは現時点でこれを変えるのは
極めて困難である。」（１）

　マイヤー大使は、曽禰議員や長野市
長から提出されていた要請文などに言
及し、次のように続けた。
　「横須賀市民は、海軍が、市民が反対

している乾ドック４、５号の自衛隊による
使用を計画しているのではないかと疑
念を抱いている。…繰り返されるＳＲＦの
処遇に関する変更により、市民は気まぐ
れに扱われていると強く感じている。そ
のため、横須賀では海軍への抵抗が強
まっている。」（１）

■関東計画・佐世保との取引

　１９７１年１２月３日付東京新聞の一面
に、政府筋の話として空母の横須賀母
港の記事が掲載された。続いて、１２月１７
日の朝日新聞が、前日のニューヨーク・
タイムズに掲載された「空母任務部隊」
の横須賀母港の可能性の記事を紹介し
た。日本政府は、最終的な態度は決めて
はいないとしながらも、この話題で日米
間の非公式な話があったことを認めた。
国会は母港化に伴う核持ち込み問題で
騒然としていた。
　このような状況下で、米大使館は、ＳＲ
Ｆ返還の無期限延期に向けた画策をし
ていた。
　４、５号ドックの継続使用を日本政府に
切り出す方法として、マイヤー大使が国
務省に送った提案は、４、５号ドックの返
還延期の交渉をする際に、他の基地再
編の一部のように見せかけ、他の基地返
還からくる利益を取引材料にすることに
より、それらの無期限保有を可能にする
という内容であった。
　「１２月の終わりに、外務省、防衛庁の
高級官吏に関東計画について知らせる
べきだと大使館は考える…交渉はまった
くリンクしていないが、これによって、目に
見える形となることで、ＳＲＦの４、５号乾
ドックの継続使用の話が進めやすくな
る。」「横須賀ＳＲＦの乾ドック４、５号の米
軍保持に向けた、外務省による最近のプ

ロセスは進んでいないが、それを達成
するのに、他の基地再編の結果の一つ
であるように見せるのがもっともよい。」（２）

　日本政府は好意的な反応を示した。
吉野局長は外務省の意向を以下のよう
に伝えた、と報告されている。　
　「吉野は外務省がＳＲＦ（４、５号乾ドック）
の継続使用を関東計画（３）の詳細発表と
同時に公表したいと考えていると確認し
た。しかし、外務省はＳＲＦの払い下げを
求める民間との関係で問題を抱えてお
り、我 に々強く佐世保バース施設の返還
の同時発表をも提案した。」（４）

　この外務省提案に大使館は検討を約
束し、可能であれば提案を受け入れる
姿勢を示した。これに対し、国務省は佐
世保返還をＳＲＦ交渉に結びつける判断
を大使館にゆだねた。

■「軍転法」が効いた！

　民間運営の方向で動きだしていた地
域政治を説得するためには慎重な対応
と時間が必要であるというのが、大使
館、そして日本政府の結論であった。
　そのときに、判断の重要な根拠の一つ
となったのが「旧軍港市転換法」（以下
「軍転法」）であった。つまり、「軍転法」に
より定められた審議会のメンバーである
横須賀市長と神奈川県知事が、米軍の
提案する４、５号に関する変更の受け入
れに反対すれば、１－３ドックの自衛隊へ
の移転さえも不可能になるといったこと
が危惧されたのである。
　「『旧軍港市転換法』では米軍から返
還されとき、日本の海軍基地は、通常は
平和目的に転換されなければならない。
決定は、横須賀市長と神奈川県知事が
メンバーであるところの審議会によって
なされる。もし、これら２人が乾ドック１，２，
３号ドックの自衛隊への移転に反対する
と、それは不可能になる。したがって、防
衛庁と外務省は、米海軍によるドック４、５
号の無期限保有は、市長や地元の関係
者に反対されてはならないと確信してい
る。」（１）

　今日から見ると、米軍基地の跡地を自
衛隊が使っていることは珍しくない。しか
し、当時米軍がこのような懸念を抱いた
のは見当はずれではなかった。そのこと
を説明しておこう。
　「軍転法」とは、１９５０年に制定された法
律である。旧軍港市である横須賀市、呉
市、佐世保市及び舞鶴市を平和産業都
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市に転換し、平和日本達成に役立つこと
を目的としている。米軍から返還された
旧帝国軍用地であった国有財産のうち、
一定の基準を満たすものは審議会にお
いてその処理の是非が決定される。返
還された国有財産（土地、工場）を自衛隊
が使用する「所管換え」も、この審議会に
付議する対象となる。
　しかし興味深いことに、筆者らの調査
によると、この「所管換え」が審議会付議
の対象となったのは、１９７２年１２月１４日以
後であった。（５）つまり、米側が横須賀市
長と神奈川県知事に対して慎重な説得
が必要であると記した同年２月２日の時
点で、米側は、返還された土地の自衛隊
による使用が、近い将来に審議会の付
議対象事項になることを、すでに知って
いたことになる。
　外務省が、米大使館に極めて緊密な
情報提供を行っていたことを窺わせる。
　いずれにしても、軍転法が米軍の思
惑通りに行かない役割を果たした。
　

■「米海軍の大権」を
　振りかざす
　こうした背景で米軍の出した結論は、
１－３号ドックを自衛隊に返還し、米海軍
が４、５号ドックをしばらく継続保有し、返
還方法については継続協議するという
趣旨の声明を発表することであった。作
成された共同声明の草案は、以下のよう
であった。
　「協議の結果、ＳＲＦは、（ａ）乾ドック１－
３号と関連施設は１９７２年６月末までに日
本に返還され、返還後は米海軍が適切
な共同使用の取り決めのもとでアクセス
できるように、海自の管轄にされる。そし
て、（ｂ）ＳＲＦの残りの部分に関しては、迅
速な協議が行われると了承された。」「協
議が終了するまで現在のまま米軍が保
有、運転し、双方が満足できる結論を得
たときに日本に返還する。」（６）

　共同声明草案作成後の７２年２月８日、
曽禰議員らの呼びかけで、江崎防衛庁
長官、丹羽運輸相、福田外相、佐藤首相
が集まり、ＳＲＦ返還問題を協議した。そ
の中で、佐藤首相は、６号ドック以外の米
海軍の要求を満たした最終的な返還合
意まで、すべての交渉における行動中
止する決定をくだした。この決定は、１－３
号ドックの返還中止をも意味していた。
　唐突に見える、この佐藤首相の決定
の背景は、入手された文書のなかでは、

必ずしも明かではない。しかし、少なくと
も二つの要因が考えられる。
　第一に、１－３号ドックが自衛隊に返還
されたとしても、米軍の要求する共同使
用の条件が厳しすぎて、返還の利点な
しと判断せざるを得なかった。米艦船の
修理を海自が引き受けることにより海自
が収入を得るという理由付けが当初米
側から示されたが、実際は法的解釈上、
海自による米艦船のメインテナンスや修
理は不可能であった。
　第二に、４，５号ドックで米軍の真意が
見えてきた段階で、１－３号のみ自衛隊に
返還することは、「軍転法」審議会の中で
了解が得られないだろう、と判断せざる
を得なかった。
　佐藤首相の判断を受け、２月１８日の国
務省・国防省合同メッセージでは、合意
への遅れへのいらだちの現れであろう
か、「米海軍の大権」を持ち出して、日本
政府の合意への賛同を促した。
　「大使館は４、５号ドックおよびＳＲＦ内の
その他の修理施設の管理運営に関する
米海軍の確固たる要求を満たすように
働きつづけなければならない。」「日本側
が、米軍の要求について確認する権利
があることを、大使が充分認めることは
大切である。しかし、満足のできる修理
能力とか対応能力とかの定義は、純粋
に米海軍の大権に属する。」（７）

　こうして日米での話し合いが重ねら
れた結果、１９７２年３月３０日、以下の共同
声明が発表された。
　「乾ドック１－３号（日本政府が海自の管
理運営を考えている）、ＳＲＦの残りの部分
（日本政府は返還後の民間運用を考えてい

る）ともに、日米両国間で、米海軍の艦船
修理等の要求を完全に満たすような適
切な共同使用の取り決め、または契約に
いたるまで、継続協議とする。そしてこれ
らの施設は、協議が相互に受け入れら
れる結論に達したときに、日本政府に返
還される。その間、米海軍が現状通りに
これらの施設の保有、運転を継続する。」（８）

　これは実質上米軍による無期限使用
を許したものであった。

■追浜の水域返還で妥協

　１０月３日には、長野横須賀市長が空
母の母港受け入れを表明した。市長は、
ＳＲＦの返還を当面断念し、取引として、
かねてから地元経済界からの要望があ
がっていた追浜の水域の返還と、長坂

射撃訓練場の使用協定の変更とを合わ
せて求めたと考えられる。
　インガソル大使は次のように、日本側
から提示された母港受け入れの条件を
国務省に伝えた。
　「大河原（良雄アメリカ局長）は、日本政
府は…３点の問題で米側の協力が必要
であると言った。まず、横須賀市長が、商
業用桟橋を設置するために、追浜の水
域の返還を求めている。…次に、ＳＲＦに
関しては、防衛庁は、１－３号ドックの１２月
からの（共同）使用を求めている。そして、
４、５号を民間船舶修理会社に使用を許
す共同使用とすることを希望している。
…最後に、横須賀の長坂射撃訓練場
は、…米軍が使用協定を年間１０６日から
５０日に減らすことができれば、自衛隊の
射撃場を市へ返還することが可能にな
る…。」（９）

　つまり、日本側は、１－３号ドックをⅡ４ａ
で海自との共同使用、４、５ドックを Ⅱ４ａで
住友との共同使用、と提案したのであ
る。これは、事実上、当面の返還をあきら
めたことを示す。
　４、５号乾ドックの民間との共同使用で
も、米海軍が「スケジュール管理権や優
先使用権」「付属工場の、ゆるぎない占
有的な管理権」（１０）をもつことを強調しつ
つ、米側は、これらの提案を受け入れる
姿勢を表明した。
　このようにして、１９７０年のＳＲＦ返還決
定は、米側の満足のゆく形で覆され、現
在に至るまで全ドックの米軍管理が続
いている。なお横須賀市は、現在もＳＲＦ
返還要求の立場は変えていない。

文献：
（１） １９７２．２．２。マイヤー大使から国務省。東京０

１１１６。極秘。
（２） １９７１．１２．６。マイヤー大使から国務省。東京

１２００１。秘。
（３） 関東計画は７２年１月６～７日に米国サン・クレ

メンテで開かれた日米首脳会談（佐藤・ニク
ソン）の席上で米国により提案され、１月１０日
に帰国した福田外務大臣により発表された。
７３年１月２３日、第１４回ＳＣＣで合意された。

（４） １９７２．１．２１。マイヤー大使から国務省。東京
００７２３。秘。

（５） １９７２年１２月１４日、「『旧軍港市転換法に基く
国有財産処理標準の取扱細目について』通
達の一部改正について」が出された。

（６） １９７２．２．４。マイヤー大使から国務省。東京０
１２３０。極秘。

（７） １９７２．２．１８。国務省・国防省合同メッセージ。
国務省２９５２１。極秘。

（８） １９７２．３．２４。マイヤー大使から国務省。東京
０３０６７。秘。

（９） １９７２．１０．１６。インガソル大使から国務省。東
京１１０２６。極秘。

（１０）１９７２．１０．２５。ロジャース国務長官から大使
館。国務省１９４１６９。極秘。

●Ｍ
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日  誌
２００２.５.２１～６.５

ＣＩＣＡ＝アジア相互協力信頼醸成会議／ＤＯＤ＝
米国防総省／ＤＯＥ＝米エネルギー省／ＮＡＴＯ
＝北大西洋条約機構／ＮＹＴ＝ニューヨーク・タイ
ムズ／ＭＤ＝ミサイル防衛

(作成:中原聖乃、竹峰誠一郎、中村桂子）

次の人たちがこの号の発行に参加･協力しました。
秋山祐子(ピースデポ)､川崎哲(ピースデポ)､中村桂子（ピースデポ）、青柳絢子、黒崎輝、佐藤毅彦､志水奈那子、竹峰誠一郎、津留佐和子、
中原聖乃、中村和子、前田哲男、梅林宏道

ＡＢＭ＝対弾道ミサイルシステム
ＩＣＢＭ＝大陸間弾道ミサイル
ＩＣＪ＝国際司法裁判所
ＮＡＴＯ＝北大西洋条約機構
ＮＰＴ＝核不拡散条約
ＯＳＣＥ＝欧州安保協力機構
ＳＲＦ＝艦船修理部
ＳＴＡＲＴ＝戦略兵器削減条約

今号の略語

　去る５月中旬の安倍官房副長官の発言に端を発して、５月３１日に福田官房長官が、
非核三原則見直しの可能性や、核兵器保有を容認する旨の発言を行ったとの報道に
接しました。被爆国日本の政府要人からこのような発言が相次いで出ることは全く信じ
がたく、断じて容認することはできません。日本非核宣言自治体協議会の３１６自治体と
その住民を代表してここに厳重に抗議し、一連の発言の撤回と非核三原則の厳守を強
く求めます。
　貴台が非核三原則の見直しを考えていないことを明言されたとは言え、イスラエルと
パレスチナにおいて紛争が続き、さらにはインドとパキスタン間の激烈なミサイル開発競
争から核兵器使用の危険性さえ危惧され、国内でも武力攻撃事態対処法案等のいわ
ゆる有事関連三法案が国会で審議されるさなか、このような発言が相次ぐことは、国内
はもちろん海外にも大きな波紋を投げかけています。
核兵器は圧倒的な破壊力を持つ無差別大量殺戮兵器であり、罪もない多くの市民を死
に至らしめるばかりでなく、長年にわたり放射線被爆による後障害で人 を々苦しめ続け
るものです。
わが国は、このような核兵器保有についての国内外の懸念を払拭するためにも、非核三
原則を法制化し、唯一の被爆国として、核兵器廃絶に向けた主導的役割を果たされる
よう日本非核宣言自治体協議会の名において強く要請いたします。

平成１４年６月７日
内閣総理大臣　小泉  純一郎 様

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

日本非核宣言自治体協議会
会　長　長崎市長　　伊藤一長／副会長　広島市長　秋葉忠利
副会長　廿日市市長　山下三郎／副会長　枚方市長　中司　宏
副会長　那覇市長　　翁長雄志／副会長　藤沢市長　山本捷雄

非核三原則に関する緊急要請について

沖縄
●５月２２日　山崎那覇防衛施設局長、普天間一
部土地の強制使用で、県収用委に１０年の裁決を
申請。
●５月２３日　米原潜シャルロット、勝連町ＷＢに寄
港。同日出港。
●５月２４日付　米軍楚辺通信所（象のオリ）の
キャンプ･ハンセン内への移設工事の着工が明ら

かに。付近住民への事前説明はなし。
●５月２５日付　再開された印・米軍合同演習に、
嘉手納基地の空軍特殊作戦群が参加、と米軍準
機関紙「星条旗」が報道。
●５月２７日付　県、２７日までに外務省に対し、米
原潜寄港の事前通告非公表措置解除を申入れ。
●５月２７日　米原潜ラ・ホヤ、ＷＢ寄港、同日出
港。
●５月２９日　県、沖縄振興計画県案を決定。海兵
隊の海外移転や地位協定の改正などについての
明記なし。３１日に政府へ提出。
●５月２９日　ワスコウ在日米軍司令官、在沖米軍
の存在は「絶対的に欠かせない」。ロイターに。
●５月２９日　嘉手納基地飛行場でＦ１５戦闘機の
緊急着陸が目撃される。米軍からの連絡はなし。
●５月２９日　ウルフォウィッツ米国防副長官、ワシ
ントン市内での記者会見で、在沖米軍について
「沖縄県民に有益なこともある。」
●５月３０日　日米合同委、「嘉手納ラプコン」返還
問題で、返還後に米軍が必要とする最小限の航
空管制業務内容まとめた「運用所要」を承認。
●６月３日　米原潜ツーソン、ＷＢ寄港。５日出港。
●６月４日　空自、恩納分屯基地のＰＣＢ検出問題
で、５月の環境影響調査の結果を発表。基地周辺
の金武町、恩納村内では検出されず。
●６月５日　米原潜ラ・ホヤ、ＷＢ寄港。９日出港。
今年１１回目の原潜寄港で１９６８年以来過去最多
ペース。
●６月５日　九州地方知事会議、「沖縄の米軍基
地問題の解決促進」について特別決議。
●６月５日　勝連町議会、米原潜のＷＢ寄港に反
対する抗議決議と意見書を全会一致で可決。

●５月２１日　米国務省、テロに関する年次報告を
発表。日本のテロ特措法を評価。
●５月２１日　ロ最高裁、ハンガリーからの放射線
廃棄物の持込と貯蔵を禁止すると決定。
●５月２２日　瀋陽日本領事館で連行された北朝
鮮の５人、中国出国しマニラ経由で、２３日韓国へ。
●５月２２日　パジパイ印首相、カシミールで「われ
われはこの戦争に勝利するだろう」。ＰＴＩ通信。
●５月２３日　アシュラフ・パ鉄道相、「国家存亡の
時には核兵器使用もありうる」。タイムズ・オブ・イン
ディア報じる。
●５月２４日　ムシャラフ・パ大統領「戦争はしたく
ない」が、戦争になった場合には「防衛のために対
抗する」と国営パキスタン・ラジオに語る。
●５月２４日　ブッシュ米大統領とプーチン・ロ大統
領、モスクワで会談。戦略攻撃力削減条約を調印
し、共同宣言を発表。（本誌参照）
●５月２４日　中国外務省、米ロ戦略攻撃力削減
条約を歓迎しつつも、ＭＤの進展に懸念表明。
●５月２５日　パ、中距離弾道ミサイル「ガウリ２」の
発射実験に成功。
●５月２５日　印原子力委、核第一不使用政策を
慎重に見直すことが必要と、首相秘書官へ進言。
●５月２６日　パ、新型の地対地短距離弾道ミサイ
ル「ガズナビ」の発射実験に成功。
●５月２６日　シャムハニ・イラン国防軍需相、中距
離弾道ミサイル「シャハブ３」の発射実験に数日前
に成功していたことを明らかに。
●５月２７日　ＤＯＤ、印パ核戦争なら１２００万人死
亡と推計、ＮＹＴ報じる。
●５月２７日　ムシャラフ・パ大統領「戦争の危険は
残っているが、先制攻撃はしない」とＴＶ演説。
●５月２８日　パ、短距離弾道ミサイル「アブダリ」
の発射実験に成功。一連のミサイル実験は終了。
●５月２８日　シン・印外相、核兵器第一不使用政
策は堅持、と会見。
●５月２８日付　防衛庁による情報公開請求者の
身元調査リスト作成が発覚。
●５月２８日　ＮＡＴＯ、「ＮＡＴＯロシア理事会」新設
とＴＭＤ協力含む「ローマ宣言」に調印。ロシアはＮ
ＡＴＯで準加盟国的な地位を獲得。
●５月２９日　衆院外務委で宮本外務省審議官、
旧ソ連との四つの核兵器廃棄委員会の廃止を検
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討していると答弁。１６５億円が未執行。
●５月３１日　日韓共催サッカーＷ杯開幕。
●５月３１日　福田官房長官、非核三原則の見直
しの可能性に言及、国内外に波紋、５日釈明。
●５月３０日付　軍事専門誌を発行するジェーン
ズ・グループ、インドが５０～１５０発、パキスタンは２５
～５０発の核弾頭保有との推計を明らかに。
●５月３１日　ＤＯＥ、プルトニウムを用いた起爆装
置の製造を再開する方針を発表。
●６月１日　ブッシュ大統領、テロとの戦いを進め
る上で、「必要なときには先制行動の用意がある」
とウェスト・ポイントで演説。
●６月１日　「アジア安全保障会議」、１７カ国の国
防担当閣僚らが参加し、シンガポールで開催。
●６月２日　中谷防衛庁長官、アジア安全保障会
議で「アジア太平洋国防相会合」定例化を提案。
●６月３日　米エネルギー省、通産１７回目となる
未臨界実験を５日にネバダで行なうと発表。のちに
延期を発表、７日に実施。
●６月３日　社民党土井党首、核兵器保有は憲法
で制約、との７８年衆院外務委の外相答弁紹介。
●６月３日　印国防相、核兵器の使用を否定する
公式声明発表。
●６月４日　ＣＩＣＡ第１回首脳会議開催、１６カ国で
中東、中東・南アジア地域の共通の安全保障を討
論、印パ直接対話実現せず。
●６月５日　衆院有事法制特別委、仙台、鳥取で
地方公聴会開催。７日、新潟、佐世保で開催。


